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◎
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律 

目
次 前

文 

第
一
章
～
第
四
章 

〔
略
〕 

第
五
章 

雑
則
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
八
条
） 

第
五
章
の
二 

補
則
（
第
二
十
八
条
の
二
） 

第
六
章 

罰
則
（
第
二
十
九
条
・
第
三
十
条
） 

附
則 

 

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
」
と
は
、
配
偶
者
か
ら
の
身

体
に
対
す
る
暴
力
（
身
体
に
対
す
る
不
法
な
攻
撃
で
あ
っ
て
生
命
又
は
身
体
に
危

害
を
及
ぼ
す
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
心
身
に
有
害
な

影
響
を
及
ぼ
す
言
動
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
「
身
体
に

対
す
る
暴
力
等
」
と
総
称
す
る
。
）
を
い
い
、
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴

力
等
を
受
け
た
後
に
、
そ
の
者
が
離
婚
を
し
、
又
は
そ
の
婚
姻
が
取
り
消
さ
れ
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
配
偶
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
受
け
る
身
体
に
対

す
る
暴
力
等
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律 

目
次 前

文 

第
一
章
～
第
四
章 

〔
略
〕 

第
五
章 

雑
則
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
八
条
） 

 

第
六
章 

罰
則
（
第
二
十
九
条
・
第
三
十
条
） 

附
則 

 

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
」
と
は
、
配
偶
者
か
ら
の
身

体
に
対
す
る
暴
力
（
身
体
に
対
す
る
不
法
な
攻
撃
で
あ
っ
て
生
命
又
は
身
体
に
危

害
を
及
ぼ
す
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
心
身
に
有
害
な

影
響
を
及
ぼ
す
言
動
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
」
と
総

称
す
る
。
）
を
い
い
、
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
を
受
け
た
後
に
、

そ
の
者
が
離
婚
を
し
、
又
は
そ
の
婚
姻
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
配
偶
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
受
け
る
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
を
含
む
も

の
と
す
る
。 
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２
・
３ 

〔
略
〕 

  
 
 

第
五
章
の
二 

補
則 

 

（
こ
の
法
律
の
準
用
） 

第
二
十
八
条
の
二 

第
二
条
及
び
第
一
章
の
二
か
ら
前
章
ま
で
の
規
定
は
、
生
活
の

本
拠
を
共
に
す
る
交
際
（
婚
姻
関
係
に
お
け
る
共
同
生
活
に
類
す
る
共
同
生
活
を

営
ん
で
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）
を
す
る
関
係
に
あ
る
相
手
か
ら
の
暴
力
（
当
該

関
係
に
あ
る
相
手
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
を
い
い
、
当
該
関
係
に
あ
る
相

手
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
を
受
け
た
後
に
、
そ
の
者
が
当
該
関
係
を
解
消

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
関
係
に
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
受
け
る
身
体
に

対
す
る
暴
力
等
を
含
む
。
）
及
び
当
該
暴
力
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
」
と
あ
る
の
は

「
第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
関
係
に
あ
る
相
手
か
ら
の
暴
力
」
と
読
み
替
え

る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２
・
３ 

〔
略
〕 

    

〔
新
設
〕 

          

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
二
条 

被
害
者 

被
害
者
（
第
二
十
八
条

の
二
に
規
定
す
る
関

係
に
あ
る
相
手
か
ら

の
暴
力
を
受
け
た
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 
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第
六
条
第
一
項 

配
偶
者
又
は
配
偶
者

で
あ
っ
た
者 

同
条
に
規
定
す
る
関

係
に
あ
る
相
手
又
は

同
条
に
規
定
す
る
関

係
に
あ
る
相
手
で
あ

っ
た
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
十
条
第
一
項
か
ら

第
四
項
ま
で
、
第
十
一

条
第
二
項
第
二
号
、
第

十
二
条
第
一
項
第
一

号
か
ら
第
四
号
ま
で

及
び
第
十
八
条
第
一

項 

配
偶
者 

第
二
十
八
条
の
二
に

規
定
す
る
関
係
に
あ

る
相
手 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
十
条
第
一
項 

離
婚
を
し
、
又
は
そ
の

婚
姻
が
取
り
消
さ
れ

た
場
合 

第
二
十
八
条
の
二
に

規
定
す
る
関
係
を
解

消
し
た
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
六
章 

罰
則 

 

第
二
十
九
条 

保
護
命
令
（
前
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
条
第
一
項

か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
違

 

第
六
章 

罰
則 

 

第
二
十
九
条 
保
護
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
す
る
。 
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反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

第
三
十
条 
第
十
二
条
第
一
項
（
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
第
十
二
条
第
一
項
（
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
の
あ
る
申
立
書
に
よ
り
保
護
命

令
の
申
立
て
を
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 

  

第
三
十
条 

第
十
二
条
第
一
項
（
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
虚
偽

の
記
載
の
あ
る
申
立
書
に
よ
り
保
護
命
令
の
申
立
て
を
し
た
者
は
、
十
万
円
以

下
の
過
料
に
処
す
る
。 
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○
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

（
許
可
の
基
準
） 

第
五
条 

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
又
は
許
可
申
請
書
若

し
く
は
そ
の
添
付
書
類
中
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
若

し
く
は
重
要
な
事
実
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
許
可
を
し
て

は
な
ら
な
い
。 

 

一
～
十
五 

〔
略
〕 

 

十
六 

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
（
同
法
第
二
十

八
条
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
る
命
令

を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者 

十
七
～
十
八 

〔
略
〕 

２
～
５ 

〔
略
〕 

（
許
可
の
基
準
） 

第
五
条 

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
又
は
許
可
申
請
書
若

し
く
は
そ
の
添
付
書
類
中
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
若

し
く
は
重
要
な
事
実
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
許
可
を
し
て

は
な
ら
な
い
。 

 

一
～
十
五 

〔
略
〕 

十
六 

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け

た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者 

 

十
七
～
十
八 

〔
略
〕 

２
～
５ 

〔
略
〕 
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○
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

別
表
第
一
（
第
三
条
、
第
四
条
関
係
） 

別
表
第
一
（
第
三
条
、
第
四
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

項 

上 
 

 
 

 

欄 

下 

欄 
 

 

項 

上 
 

 
 

 

欄 

下 

欄 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
～
一
五

の
二 

〔
略
〕 

 

〔
略
〕 

 

 
 

一
～
一
五

の
二 

〔
略
〕 

 

〔
略
〕 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
六 

イ 

仲
裁
法
第
十
二
条
第
二
項
、
第
十
六
条

第
三
項
、
第
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
五
項

ま
で
、
第
十
九
条
第
四
項
、
第
二
十
条
、

第
二
十
三
条
第
五
項
又
は
第
三
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
、
非
訟
事
件

手
続
法
の
規
定
に
よ
り
裁
判
を
求
め
る
申

立
て
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び

被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
十
条
第
一

項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
申
立

て
そ
の
他
の
裁
判
所
の
裁
判
を
求
め
る
申

立
て
で
、
基
本
と
な
る
手
続
が
開
始
さ
れ

る
も
の
（
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三

千
円 

 
 

一
六 

イ 

仲
裁
法
第
十
二
条
第
二
項
、
第
十
六
条

第
三
項
、
第
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
五
項

ま
で
、
第
十
九
条
第
四
項
、
第
二
十
条
、

第
二
十
三
条
第
五
項
又
は
第
三
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
、
非
訟
事
件

手
続
法
の
規
定
に
よ
り
裁
判
を
求
め
る
申

立
て
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び

被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
十
条
第
一
項

か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
申
立
て

そ
の
他
の
裁
判
所
の
裁
判
を
求
め
る
申
立

て
で
、
基
本
と
な
る
手
続
が
開
始
さ
れ
る

も
の
（
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項

千
円 
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項
又
は
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申

立
て
及
び
こ
の
表
の
他
の
項
に
掲
げ
る
申

立
て
を
除
く
。
） 

ロ 

〔
略
〕 

又
は
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
立

て
及
び
こ
の
表
の
他
の
項
に
掲
げ
る
申
立

て
を
除
く
。
） 

ロ 

〔
略
〕 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
七 

イ
～
ニ 

〔
略
〕 

ホ 

破
産
法
第
百
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
担
保
権
消
滅
の
許
可
の
申
立
て
、

同
法
第
百
九
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
商
事
留
置
権
消
滅
の
許
可
の
申
立
て
、

同
法
第
二
百
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
免
責
許
可
の
申
立
て
若
し
く
は
同
法

第
二
百
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

復
権
の
申
立
て
、
民
事
再
生
法
第
百
四
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
担
保
権
消
滅

の
許
可
の
申
立
て
、
行
政
事
件
訴
訟
法
の

規
定
に
よ
る
執
行
停
止
決
定
の
取
消
し
の

申
立
て
若
し
く
は
仮
の
義
務
付
け
若
し
く

は
仮
の
差
止
め
の
決
定
の
取
消
し
の
申
立

て
、
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
七
十
四
号
）
第
二
十
七
条
の
二
十
の

規
定
に
よ
る
申
立
て
、
配
偶
者
か
ら
の
暴

力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す

五
百
円 
 

 

一
七 

イ
～
ニ 

〔
略
〕 

ホ 

破
産
法
第
百
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
担
保
権
消
滅
の
許
可
の
申
立
て
、

同
法
第
百
九
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
商
事
留
置
権
消
滅
の
許
可
の
申
立
て
、

同
法
第
二
百
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
免
責
許
可
の
申
立
て
若
し
く
は
同
法

第
二
百
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

復
権
の
申
立
て
、
民
事
再
生
法
第
百
四
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
担
保
権
消
滅

の
許
可
の
申
立
て
、
行
政
事
件
訴
訟
法
の

規
定
に
よ
る
執
行
停
止
決
定
の
取
消
し
の

申
立
て
若
し
く
は
仮
の
義
務
付
け
若
し
く

は
仮
の
差
止
め
の
決
定
の
取
消
し
の
申
立

て
、
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
七
十
四
号
）
第
二
十
七
条
の
二
十
の

規
定
に
よ
る
申
立
て
、
配
偶
者
か
ら
の
暴

力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る

五
百
円 
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る
法
律
第
十
六
条
第
三
項
若
し
く
は
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
、
労

働
審
判
法
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
る
弁
護
士
で
な
い
者
を
代
理
人
に

選
任
す
る
こ
と
の
許
可
を
求
め
る
申
立

て
、
特
定
債
務
等
の
調
整
の
促
進
の
た
め

の
特
定
調
停
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
民
事

執
行
の
手
続
の
停
止
若
し
く
は
続
行
を
命

ず
る
裁
判
を
求
め
る
申
立
て
、
人
事
訴
訟

法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
、

特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十

一
号
）
第
百
五
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は

第
百
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

立
て
、
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律

第
四
十
八
号
）
第
百
十
四
条
の
六
第
一
項

若
し
く
は
第
百
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
申
立
て
又
は
不
正
競
争
防
止
法

（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
十
条

第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
申
立
て 

ヘ
・
ト 

〔
略
〕 

法
律
第
十
六
条
第
三
項
若
し
く
は
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
、
労
働

審
判
法
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
る
弁
護
士
で
な
い
者
を
代
理
人
に
選

任
す
る
こ
と
の
許
可
を
求
め
る
申
立
て
、

特
定
債
務
等
の
調
整
の
促
進
の
た
め
の
特

定
調
停
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
民
事
執
行

の
手
続
の
停
止
若
し
く
は
続
行
を
命
ず
る

裁
判
を
求
め
る
申
立
て
、
人
事
訴
訟
法
（
平

成
十
五
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
十
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
、
特
許
法

（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）

第
百
五
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
百
五

条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
、

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十

八
号
）
第
百
十
四
条
の
六
第
一
項
若
し
く

は
第
百
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
立
て
又
は
不
正
競
争
防
止
法
（
平
成

五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
十
条
第
一
項

若
し
く
は
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
立
て 

ヘ
・
ト 

〔
略
〕 
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